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森林経営計画認定書（変更）
								
[bookmark: _Hlk221887083]　認定番号　　　　―　　（変　　―　　）
（団地名　　　　　　　）
								
[bookmark: _Hlk221887114]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　号
[bookmark: _Hlk221889964]						　　　　　令和　年（　　　年）　月　　日	
森林組合								
　　　　　　　　　　　様								
								
						　　　　市町村長　　　　　　　　　　　印		
								
　令和　年　月　日に変更認定請求のあった森林経営計画については、森林法施行規則（昭和26年農林水産省令第54号）第33条第　号に掲げる場合に該当するものであり、これを適当であると認定する。								
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[bookmark: _Hlk221886970]（注）								
１. 当初計画の認定番号は市町村名（市・町・村の表記を除く）、認定年度の数字―認定年度における通し番号とし、例示のように記載する。例）飯田８-1				
２. 変更後の認定番号は、（注）1の当初計画の認定番号の次に(　)書きで、（変＋当初計画の変更回数＋変更年度）を例示のように記載する。例（８年度に２回目の変更をした場合）飯田８－１（変２－８）
３．森林法施行規則第33条各号は該当する計画の種類により選択して記載する。
第1号：林班計画又は区域計画、第２号：属人計画


【参考】
森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）一部抜粋
（森林経営計画の変更）
第十二条　前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者（以下「認定森林所有者等」という。）は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
[bookmark: _Hlk221893780]一　当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
二　当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
２　認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
３　前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
（森林経営計画の変更に関する通知）
第十三条　市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画（その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの）の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

森林法施行規則（昭和二十六年農林省令第五十四号）
（一体として整備することを相当とする森林の面積の基準）
第三十三条　森林法施行令（昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。）第三条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一　当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合　次のいずれかに該当すること。
イ　当該森林を含む小流域（造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。）内に存する森林（令第三条第一号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。）の面積の二分の一以上であること。
ロ　当該森林を含む区域（路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。）において三十ヘクタール以上であること。
二　当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合　百ヘクタール以上であること。								
								
